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（様式第１号） 

令和元年度 第１回 芦屋市予防接種運営委員会 会議録 

 

日  時 令和元年７月１０日（水） 午後１時３０分～午後２時４５分 

会  場 芦屋市医師会医療センター 

出 席 者 委 員 長    高 義雄 

委  員  河盛 重造，小幡 一夫，仲西 博子，木下 新吾，三井 幸裕 

事 務 局  細井 洋海，田中 佐代子，米川 彩佳，鈴木 満美子 

事 務 局 健康課 

会議の公開 ■ 公 開 

傍聴者数     ０ 人 

 

１ 会議次第 

 (１)  開会 

（２） 議題 

ア 平成３０年度予防接種事業実績について 

イ 日本脳炎の接種勧奨について 

ウ 高齢者肺炎球菌定期予防接種について 

エ 風しん抗体検査及び第５期の風しん予防接種について 

オ その他 

（３） 閉会 

 

２ 配布資料 

次第 

 芦屋市予防接種運営委員会設置要綱 

 芦屋市予防接種運営委員会委員名簿 

資料１ 第７章 感染症対策事業 

 資料２ 日本脳炎の予防接種を受けましょう 

 資料３ ２０１９年度 高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種のご案内 

資料４ 風しんにおける抗体検査券および予防接種クーポン券 
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３ 審議経過  

(事務局 鈴木) 平成３０年度予防接種事業実績について報告いたします。平成２

９年度の実績から顕著な変化の見られた部分のみ説明をさせていた

だきます。資料１をご覧ください。 

１ページ目結核検診をご覧ください。実施結果の表中の下部要精密

者に対する未把握者数が７９名と昨年・一昨年に比較して急激に増え

ているように見えます。しかし，要精密検査結果の把握は検査実施後

２年間かけてすることになっており，現在平成３０年度の結果の把握

を進めております。平成３１年度末には，未把握者数を減らすよう今

後も要精密検査結果の把握に努めてまいります。 

１ページ目下部の２（１）急性灰白隨炎（ポリオ）をご覧ください。

接種合計人数は１１人です。前年度より，接種者数は減少しており，

４種混合が開始されてからはポリオ単独ではなく，４種混合という形

で接種しているため今後も接種数の減少が見込まれます。 

次に２ページ目（２）結核（ＢＣＧ）をご覧ください。今年度の接

種率は９６．６％です。平成３０年度では，生後５・６か月頃に接種

をされる方が全体の８６％であったため，４か月児健康診査時に口頭

での勧奨を引き続き行っていきたいと思います。 

次に同じく２ページ目の（４）麻しん風しん混合ワクチンです。通

称ＭＲと呼んでいます。第１期対象は６６６人，接種者は６６７人，

接種率１００．２％，第２期対象は７７１人，接種者は７７４人，接

種率１００．４％です。接種率は１期・２期にともに上昇しています。

年度当初の麻しんの流行と夏以降の風しんの流行によって，昨年より

増えているのではないかと考えます。１期につきましては引き続き，

１歳６か月児健康診査での口頭の勧奨だけでなくチラシの配布を徹

底していき，２期については未接種者への個別勧奨を継続して行いま

す。 

次に６ページ目の（１４）高齢者の肺炎球菌感染症をご覧ください。

今年度の接種率は３５．５％であり，今年度接種率が低下しておりま

す。明らかな原因は不明ですが，今年度が定期接種を開始してから５

年目であり，既に病院のチラシ等で高齢者肺炎球菌感染症に関心を持

ち，過去に任意接種をされた方や，年度末の接種者数が例年より５％

程度減少していたこと等が要因かと考えられます。 

次に６ページ目の（１６）風しん予防接種費用助成事業をご覧くだ

さい。実績は３８８人です。平成２９年度の１１６人より増加してお

り，麻しん風しんの流行があったことが一因と思われます。本事業は，
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風しんワクチンの接種に係る費用の一部を助成することにより，妊婦

への感染拡大防止を図り，子どもの先天性風しん症候群の発生を予防

することを目的としております。今後も予防をしていく必要があると

考えているため，利用者数に注視し，健康課では事業継続できるよう

予算要求も続けていきたいと思っています。 

簡単ではございますが，平成３０年度に変化の見られた実績につい

ての報告は以上です。 

（河盛委員）   平成３０年度は麻しん・風しん（ＭＲ）の接種率が高いですが，平 

成２８年度・平成２９年度のうち，特にⅡ期の接種率は低かったため，

今後も気を緩めずに接種の勧奨をお願いしたいと思います。 

(高委員長)     就学前の予防接種確認については，就学前の健診の際に，保健セン 

ターから保健師が出向き,予防接種の状況を確認しておられるという

ことですか。 

(事務局 鈴木)  はい。ご理解のとおりです。 

(高委員長)    「対象者」は，次年度小学校１年生になる方で，「受診者」はその

日に実際に受診された方かと思いますが，「接種済」は全て接種を終

えた方ですか。また，受診者から接種済の方を引いた数が「未接種者」

であるとすると，表中の「未接種者」はどのような方を指すのでしょ

うか。 

(事務局 鈴木)  就学前に受けるべき全ての予防接種を接種されている方の数を「接

種済」として記入させていただいております。「未接種者」は，接種

が完了していない方の数を計上しております。 

(河盛委員)      どれか１つでも接種していない方は，「接種済」には計上せず，「未

接種者」に計上していますね。 

 (高委員長)      未接種者への，勧奨はしておられますか。 

（事務局 米川） 未接種者の皆様にお声掛けし，勧奨をしております。 

(高委員長)      何か他に質問等はございませんか。では，議題２についてお願いい

たします。 

(事務局 鈴木)  資料２をご覧ください。日本脳炎の接種勧奨としては，１８歳と１

０歳になる児童に行っております。１８歳については，４月末までに

接種が完了していない５７８名の方へ，６月１４日にはがきを送付し

ております。また，１０歳になる児童については，今年度は特例措置

対象者と，対象外の方がそれぞれおられますので，資料２のように上

部に生年月日を書いたはがきを対象ごとに７月３日に送付しており

ます。左面の特例措置対象者は３６２人，右面の特例措置対象者以外

の方は３９７人です。病院の方へ接種を希望される方が来られるかと
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思いますので，年齢と生年月日の確認を行い，生年月日に応じたご対

応をお願いします。 

（高委員長）    「資料２」は何歳の方へ送付をしていますか。 

(事務局 鈴木) 「資料２」は２枚とも，１０歳の方へ送付をしております。また， 

「平成２１年４月２日～平成２１年１０月１日に生まれた方へ」と書

かれている資料は，９歳以上１３歳未満で接種が可能な特例措置の対

象者に送付しています。また，「平成２１年１０月２日～平成２２年

４月１日に生まれた方へ」と書かれている資料は，特例措置の対象外

ですので，接種を全て完了していない方については，任意接種をして

いただくことが必要となる方もおられますので，対象の年齢だけでな

く，生年月日も確認し，接種をお願いいたします。 

（高委員長)      ２０歳まで接種が可能となる方についての勧奨通知は行っておら 

れますか。 

(事務局 鈴木)  ２０歳になる前日まで接種が可能となる１８歳の方についても， 

「資料２」とは別に，勧奨通知を送っております。 

（事務局 米川） １８歳の方への勧奨通知は，「２０歳になる前日までに受けてくだ 

さい。」といった内容で送付しております。 

（高委員長）    １８歳の方の勧奨通知については，本日は説明がないのでしょう 

か。 

(事務局 鈴木)  本日の資料には，１８歳の特例措置対象者への勧奨ハガキは含め 

ておりません。 

今年度に変更のある１０歳の方への接種勧奨について説明させて 

いただいております。 

（高委員長）      他に質問等はございますか。では，議題３についてお願いいたし

ます。 

(事務局 鈴木)   資料３をご覧ください。高齢者の肺炎球菌ワクチンについては， 

平成３１年１月１１日に厚生労働省健康局健康課より発出された通

知をもとに，平成２６年からの５年間と同様に５歳刻みの年齢の方

を対象に，令和元年度は６５歳・７０歳・７５歳・８０歳・８５歳・

９０歳・９５歳・１００歳・１００歳以上の方に実施します。過去に

定期予防接種または市の助成制度を利用して接種をされたことがな

い方へ，前回の平成２６年の際に送付した同色の水色の受診券を５

月２４日に４０４４人へ送付しております。過去に定期予防接種等

で接種された方が，再度接種を希望されることも推測されますが，過

去に接種されたことのある方は高齢者肺炎球菌定期予防接種の対象

外となるため，受診券をご確認の上接種をお願いします。また，受診
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券をお持ちでない場合は保健センターに連絡をするようご指導をお

願いいたします。 

（河盛委員）      受診券を持ってこられた方は，過去に芦屋市で接種をしていない

方ということですか。 

(事務局 鈴木)   はい。過去に芦屋市で２３価肺炎球菌ワクチンの助成を受けたこ

とがない方が受診券を持っておられる方になります。しかし，もし

任意接種で受けていた場合には，市が把握できませんので，ご本人

の接種歴のご確認をお願いいたします。 

（高委員長）      過去に受けたことがある方へは送っていないということですね。 

（事務局 米川）   芦屋市で２３価肺炎球菌ワクチンの助成を受けて接種した方に

は，送付しておりません。 

(事務局 鈴木)   風しん抗体検査及び第５期の風しん予防接種について資料４をご

覧ください。こちらの事業の対象者は，昭和３７年４月２日から昭

和５４年４月１日の間に生まれた方です。 

また，今年度は昭和４７年４月２日から昭和５４年４月１日の間

に生まれた方が，クーポンを送付する対象となっており，芦屋市で

は５月３１日に，４，６６８人へ参考資料２の「風しんにおける抗

体検査券および予防接種クーポン券」と，３枚複写になっている風

しんの抗体検査受診票，「風しんの抗体検査のクーポン券が届いた

方へ」という案内を送付しております。 

また，昭和３７年４月２日から昭和４７年４月１日の間に生まれ

たクーポン対象者以外の方で抗体検査の受診を希望される方へは適

宜クーポンを送付し，接種していただけるようにしております。 

他にも特定健診（集団）で風しん抗体検査の受診機会を確保して

おり，毎回４・５人が風しん抗体検査も受診されています。こちら

の事業は，本年度からの新しい事業であり，国の施行令に基づいて

実施しておりますが，来年度以降の事業実施方法の検討の参考とさ

せていただきますので，予防接種担当へ後日で構いませんので，ご

意見等を教えていただけると幸いです。 

（事務局 米川）   追加で現在の状況をお伝えさせていただきます。６月１０日まで

に風しん抗体検査を受けられた方は９名であり，うち予防接種をさ

れた方が３名です。また，昭和３７年４月２日から昭和４７年４月

１日の間に生まれた方は今年度クーポン券を送付した対象の方では

ございませんが，その年代の方からも多数のクーポン券発行の依頼

がお電話であり，この制度についての関心の高さがうかがえます。 

（河盛委員)       本事業は抗体価がかなり低いところで，接種対象者が区切られて
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おります。 

抗体価が十分に高い人はよいですが，抗体価基準を少し超えてい

るといった方に説明をする際には，注意が必要です。今回の検査結

果が基準を超えているからといって，「抗体価が十分に高い」と説明

をしても，今後風しんにかかる可能性はあり，その後に問題となる

ことも考えられます。医師は抗体価の結果説明の際に，「接種の対象

ではない」と説明をするよう注意が必要かと思います。 

（高委員長)       抗体価基準はかなり低いところで区切られていますよね。ところ

で，芦屋市で抗体検査をされた方は HI法や EIA法等どの検査法が多

いでしょうか。 

（河盛委員）       HI法は試薬を作ることが大変であり，作られる量が少ないため，

EIA法の方が多いかと思います。 

(事務局 米川)   現段階で市へ請求が９件あり，全てEIA法で実施されております。 

(事務局 細井)   まだ始まったところですので請求数としては少ないですが，ご説

明申し上げたとおり，連日お電話をいただき，クーポン券の発行依

頼もございますので，今後請求件数も増えていくかと思います。 

(高委員長)       問診票等は神戸市も全て同じ様式なのでしょうか。 

(事務局 細井)   本市の場合は，クーポン券以外に，医療機関の窓口において混乱

を避けるために抗体検査受診票を同封し，必要事項を全てご記入い

ただいた後に医療機関に行っていただけるようにしております。し

かし，それぞれ自治体で取り扱いは統一されておりません。クーポ

ン券のみを送っておられる自治体もあると聞いております。 

(高委員長)       他に何かご意見はございますか。 

（河盛委員）      お手元に，事務局の資料とは別に兵庫県内における任意予防接種

における公費負担状況調査結果についてお配りしております。他市

では様々な任意接種の助成がございます。 

芦屋市は平成２５年に風しんの助成制度を始めておりますが，「子

育て支援」という観点から，さらなる助成をお願いしたいと考えて

おります。風しんワクチンの任意予防接種の助成は，間接的に「子

育て支援」となっておりますが，小さい子どものおられるお母さま

方は，直接的な「子育て支援」が少ないと感じているのではないで

しょうか。 

芦屋市でも，多くのことに取り組まれていることは知っておりま

すが，さらなる魅力的な施策を考えていただければと思います。 

(事務局 細井)   予防接種につきましては，国の動向を見ております。 

ご指摘いただきました「子育て支援」につきまして，今年度は，
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いくつかの事業を拡充あるいは新たに開始しております。拡充の事

業につきましては，妊婦健康診査費用の助成額の上限を８万６千円

から１０万６千円に増額しております。 

また，「救急安心センター事業」としまして，救急車を呼ぶかどう

か悩んだ時に，お子様を育てておられるお母様も気軽に「♯７１１

９」にお電話していただき，看護師等によりアドバイスを受けるこ

とができる事業も始めております。 

また，成人の第５期の風しんの追加的対策につきましては，全国

的に行っている事業となりますが，先ほど申し上げましたように，

抗体検査の問診票等を事前に送付し，速やかに受診していただける

よう対応をしております。 

このような状況から，任意の予防接種の助成を優先的に行うこと

は難しいですが，今後，他市の状況等も見ながら，検討してまいり

たいと思います。 

  (高委員長)       出生数や子どもが減少しているため，子育て支援は何らか考えて

いかなくてはならないかと思います。芦屋市でも様々な事業をして

おりますので，周知をしていき，子育て世帯が増える取り組みをし

てもらえたらと思います。 

(事務局 鈴木)  「その他」について説明 

              １ 接種間違い報告 

今後も,「芦屋市予防接種事故防止マニュアル」を確認の上，接種

間違いが起こらないよう接種していただきたいと思います。 

２ 定期予防接種ワクチン在庫数の確認 

期限切れワクチンを接種することのないように平成３０年度より

定期予防接種ワクチンの在庫数の確認をお願いいたしました。医療機

関様にはご協力いただきありがとうございました。期限切れワクチン

は，子宮頸がんワクチンが２本，不活化ポリオワクチンが２本ありま

した。双方とも接種数が少ないワクチンであり，予約時に注文しまし

たが，被接種者が受診されなかったこと等が考えられます。 

特に接種数が少ないことが見込まれるワクチンにつきましては，今

後も必要時に注文いただくようよろしくお願いいたします。 

ワクチン在庫数確認につきまして，今後も継続してまいりますので，

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

（河盛委員）      この頃，外国から日本に来られる方や，外国への長期滞在をした

後に日本へ帰国される方が増加しております。国によっては，予防接

種の種類が様々あり，解読が困難なところもございます。そういった
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方は保健センターへ本人が相談に行かれるかと思いますので，特に今

後日本に長期間おられる方には，日本の母子健康手帳を発行していた

だき，接種済のワクチンを書き写して整理し，分かりやすく説明して

いただければと思います。 

  (事務局米川)    河盛委員よりご説明のあったような方には，保健センターでは母

子健康手帳の再発行を行っており，芦屋市の母子健康手帳を交付する

ことは可能ですので，そういった方がおられましたら対応させていた

だきたいと思います。 

  (事務局 細井)   もし，医療機関等に来られましたら，保健センターへ出向いてい

ただけるよう伝えてくだされば，交付できますので，よろしくお願い

いたします。 

（河盛委員）      分かりました。 

また，現在子宮頸がんワクチンの接種期限が短くなっているため，

事前に注文せずに，予約者が来られてから購入するように注意をして

いただければと思います。 

  (事務局 細井)  分かりました。在庫確認の際に，併せて周知させていただきます。 

（高委員長）     他に何か質問やご意見はございますか。 

特にないようでしたら本日の議事は終了いたします。ありがとうご

ざいました。 

 

 

閉 会 


